
柏崎市農地利用最適化推進委員募集要項 

 

１ 募集人数   

２７人（次の担当地区ごとに募集人員を定める。） 

 

２ 担当地区   

田尻地区 ２人、中鯖石地区 ２人、南鯖石地区 １人、北条地区 ２人、 

西中通地区 ３人、北鯖石地区 ２人、中通地区 ２人、柏崎地区 ２人、 

米山・上米山地区 １人、高田地区 ２人、上条地区 １人、別俣地区 １人、 

野田地区 １人、鵜川地区 １人、高柳地区 ２人、西山地区 ２人 

 

３ 任期 

農業委員会から委嘱された日 

令和８(2026)年７月２０日（予定）から令和１１(2029)年７月１９日まで 

 

４ 身分 

  柏崎市の特別職の非常勤職員 

 

５ 主な職務   

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第６条に規定する職務 

（１）総会に出席し、担当区域内の農地等の利用の最適化の推進に関する意見を述べる 

（２）担い手への農地集積・集約化 

（３）遊休農地の発生防止・解消 

（４）新規参入の促進 

（５）遊休農地に係る調査及び遊休農地所有者への利用意向調査 

（６）農地の賃貸、売買や転用等に関わる現地調査、関係者への聴取、非農地判断 など 

 

６ 委員報酬等 

  市が定める報酬（月額２０，０００円）及び交通費を支給 

 

７ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

地域で信頼を得ている、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し活動できる者。

ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。 

（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

（３）農業委員 

（４）柏崎市の職員 

 



８ 推薦及び応募の方法 

次の書類を郵送又は持参により、柏崎市農業委員会事務局に提出してください。なお、推

薦及び応募に係る書類は返却しませんので、御了承ください。 

（１） 推薦応募の場合 

・ 推薦書 １部 

・ 農地利用最適化推進委員調書【推薦用】 １部 

（２） 個人応募の場合 

・ 農地利用最適化推進委員申込書兼調書【応募用】 １部 

 

９ 受付期間   

令和８(2026)年４月２４日（金）から令和８(2026)年５月２１日(木)(必着)まで。持参さ

れる場合は、開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分までに提出してください。 

 

10 選任方法   

選任に当たっては、提出された書類を基に評価を行います。必要に応じて面接を行う場合

があります。 

         推薦を受けた者及び応募した者の中から候補者を選定し、担当地区を定めて農業委員会

会長が委嘱します。 

  選任の結果は、農業委員会総会での議決後、郵送で本人あてに通知します。 

 

11  留意事項   

提出のあった推薦及び応募に係る書類を基に次の内容をまとめ、受付期間の中間及び終了

後に柏崎市ホームページで公表します。 

         （１）推薦をする者(３人以上の個人)については、氏名、職業、年齢、性別、推薦の理由 

（２）推薦をする者(法人又は団体)については、名称、目的、代表者氏名、構成員数、構成

員たる資格、推薦の理由 

（３）推薦を受ける者又は応募する者は、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状

況、応募の理由、地区、農業委員への推薦・応募の有無 

（４）推薦を受けた者の数 

  （５）応募した者の数 

 

12 提出先及び問い合わせ先   

〒945-8511 柏崎市日石町２番１号 柏崎市役所３階 

  柏崎市農業委員会事務局  電話：２１－２２７６（直通） 


